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1.イノベーションによる社会構造の変化に

対応する制度改革

インターネットとA1の進化がも力らすイノベー

ションは社会の構造変化を生じさせた。欧州委員

会のICTと消費者保護に関する会議(2018年12月4

日)において、ヴェステアー委員(当時)は、「デジ
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☆[春宵一刻]西洋科学の受容と朱子学の効用⑩

削所長,弁理士 1工口和敬*
【風械建築担当弁理土】 コヒロ智英1卓
,青孟忙 千'* イ左野夏茂=
妖石i王 *寸野直イ,

金令オ气 愛
キ語^勲本字
LJ、1中^:ネて且B
ノ」、巾番^之.
眞田者E子・
^島イ右^
^1"^1志κ
霊t,キイ靈幸*
琴己胃喪づ^づ1、*
松本 ^.
キ三浦立紀翫
武井嘉丈

金十問丁一見立

声果貫え:
内由美1与ヨ

糊蔦 綴子:」二里子

正援'片^
孝ン台本ム

^山 ^→包.
兄三ε日王里.
三隅広玉見゛

長^」11 洋:^田,導't゛

所

^

タル社会における消費者保護」と題して「デジタル

デバイスは私たちの生活に不可欠であり、羅済のほ

ぽすべての分野でテータが効率性の改善に貢献して

いる」、「オンラインとオワラインでの規制のあり方

が異なる時代は過ぎている」というスピーチをした。

さらに、今後のWeb3時代ではA1とブロックチェー
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ンの相乗効果により、現時点では想像できないよう

な社会の構造変化が起こることも予想される。

こうしたイノベーションによる社会構造の変化に

対応できるように、どのように制度改革していくべき

なのだろうか。かつて、ローレンス・レッシグ教授

(ハーバード法科大学院)は、著書「CODE」 1におい

て法律([aw)、社会的な文化・規範(N0鄭)、イン

センティブも含めたマーケット(経済、市場)、技術

(ArchiteC加e)の四現象があ0て、これで何をするか

しないかを制限してぃるといった。社会構造の変化に

対応するための制度設計者には技術的な理解と知識

が必要であるし、逆もしかり(技術の社会実装におい

ても法律や倫理や社会的な視点が重要)なのであろう。

デジタル化をはじめとするイノベーションによる

社会の構造変化に対応するための制度改革が、わが

国では、あらゆる面で周回遅れの劣勢にあることを、

我々は直視するべきだと思う。海外を容易に逃げ回

る海賊版サイトへの日本からのアクセスを抑止する

サイトブロッキングも、個人のへルスデータやAI

を活用するオンライン医療・介護も、人口減により

公共交通機関を維持できない地域の移動難民を救済

するマッチングァプリによるいわゆる「ライドシェ

ア」(米国ではRideAPPと呼ぱれているらしいが)も、

極東の島国の中から出ず、先行する海外実情を知ら

ない日本人の漠然とした不安感を煽る岩盤抵抗勢力

に阻まれているのが我が国の現実だ。

しかし、日本は法の支配や民主主義、人権といっ

た普遍的な価値を尊重しながら、独自の文化や伝統

や哲学をもっている。ワールドカップ2023決勝戦に

おいて、大谷選手が「憧れるのをやめましょう」と

い0たときに発揮された日本チームの潜在力巻信じ

て、国内外の難題を、日本再生の機会と捉えて取り

組むしかないのではないか、と愚ぎする。

2 )(第三種郵便物認可) コ、

につぃては同座談会記事をご購読いただきたい。)

2024年2月施行の「デジタルサービス法」(Regu・

IaⅡon on a S血gle Marketfor Di即talseNice (Digital

Ser"ice Act)。以下、「DSA」という。)では一定の媒

介者責務(R鴨P0船ib道如)が明硫化された。プラッ

トフォームの規模や性質、流通する情報の種類など

に応じて、プラットフォームの責任・責務をどう考

えていくかについて、今後の我が国の制度設計にお

いても参照すべき部分は多いと思われる。以下、そ

の検討の経緯と概要を要約して紹介する。

(1) EUのデジタルサービスの基盤法は電子商取引

指令(2Ⅸ川年)である。翌年の情報社会指令(情

報社会における著作権ならびに著作誹接権の調和

に関する指令2働1/29/E0 では、デジタル環境

においては、多くの場合、媒介者(1nte血edi紅y)

は「侵害を終わらせる最適の場所に位置している

(best placed to bring such i11丘'ingi11g acuviues lo

抑印d)」(同前文59第2文)として、§ 8 (3)

で自己のサービスが第三者による著作権・著作隣

接権侵害に用いられる媒介者に対する差止請求

(1njuncuon)を定めている3。

ス 令和6年(2叱4年) 2月7日(水曜田

2.欧州におけるインターネット上の媒介者

の責任と責務に関する検討の経緯

(本稿における欧州関係情報は、 L&TI02号〔座談

会〕「インターネット上の権利侵害対策に関する媒介
2

者の責任」(以下、「前記座談会」という。)におけ

る生貝直人一橋大学教授および上野達弘早稲田大学

教授のご発言の要旨を引用させて頂いている。ただし、

問違いがあれば築者の文責によるものであり、詳細

(2) GDPR成立直後の2016年5門25日、ジャン=ウ

ロード・ユンカー欧州委員会は、「オンライン・

プラットフォームとデジタル単一市場:歐州の機

会と挑戦」において、欧州のプラットフォーム政

策の包括的な枠組として、以下の40の原則に基

づく、消費者保護、著作権、その他の違法・有

害情報、競争などの法領域にまたがるプラット

フォームにかかわる怯規制の総合的な規制改革方

針と、一定の種類のプラットフォームに焦点を当

てた具体的な立法や法改正の方劉を示している。

原則4

原則Ⅱ

原則2

同等なデジタルサービスのための公平

な競争条件

中核的価値を保護するためのオンライ

ン・プラットフォームの責任ある行動

ユーザーの信顛を維持し、イノベーショ

ンを保護するための透明性と公平性

データ駆動型経済における非差別的な

市場

原則3

二許特



(第三種郵便物認可)

この原則2に関連して設けられたのが「デジタ

ル単一市場ΦSM)における著作権指令」(2016

年9旦提案、2019年4月成立。以下「著作権指令」

という。)である。ここでは、①権利侵害対策と②

プラットフォーマが得た利益の適正分配の、両方

について規定Lている。

①権利侵害対策としては、長らくインターネット

の世界で機能してきた「プラットフォーマー、

媒介者というものは、原則として権利侵害の主

体ではない」というルールを明文の形で転換し

た。すなわち、著作権指令]7条「保護されるコ

ンテンツのオンラインコンテンツ共有サービス

プロバイダによる使用」 1項では、小規模・

事業者等を除く「オンラインコンテンツ共有

サービスプロバイダ」(Y脚TⅡbe等)を対象と

して、利用者が投稿したコンテンツに対する

プラットフォームの従来の責任ルール(Notice

andtakedown原則(言われたら削除すれば責

任を負わない))を大幅に転換し、事前に権利

者からライセンスを得ると共に、無許可コンテ

ンッへの適切な対応(フィルタリング技術の導

入等)を行わなければ、原則として、利用者が

投稿した著作物について、その利用の主体であ

るということ(侵害主体とするこどを定め4、

4項で、サービスプロバイダが、利用者投稿コ

ンテンツによる侵害に0いて免責を受ける要件

(ライセンスを得るための最善の努力、権利者

が偕報提供したコンテンツを利用不可能とする

ためのHigh lndustry sta11dards o{ professional

D描gence(専門的注意鞍務の高度の業界標準)

に従う最善の努力をすること(コンテンツの

アップロードフィルタリングを実質的に求める、

いわゆる「フィルタリング条項」)、いわゆる

Notice 釘ld Take Down (通知・削除)への迅速

な対応と再アップロード抑止の最善の努力)を

定めた5。その他、同条では、権利者への情机

提供義務、誤削除等に対する利用者救済措値等

を規定している。

②利益の適正分配について、著作稚指令15条は、

プレス、報道機関とプラットフォームの間での

収益配分に関し、ニュースアグリゲーション

叶ービスなどがニュース記事のスニペット(抜

特許 ゛1_
^ ス 令和 6年(2024年) 2月7日(水曜田(

刑"などを使ったときに、報道機関にしかるべ

き対価が支払われることを保証するために新た

な隣接権を創設し、また、第3章「利用契約に

おける著作者及び実演家の公正な報酬 a8条以

下)」では、報酬契約一般の公正化や透明性義務

等を規定Lてぃる6。

(3) 2019年にフ才ン・テア・ライエンが委員長と

なった欧州委員会が発足し、 2020年12月、電子商

取引指令を元に、プラットフォーム全般に適用さ

れる責任 Uiability)・責務(resP山SibiⅢy)のレジー

ムとして、違法・有害情報への対策や透剛性義務

を全面的にアップデートした「デジタルサービ

ス法」(Regulation on a single Market for Digital

Service (Di部ml service <Ct)。以下、「DSA」と

いう。)を捉案した(2022年に採択・発効、 2024年

2月全面適用開始。ただし後記VLOP/VLOSEの

規制は2023年8月に適用開始)。

また、欧州委員会はほぼ同時に、P2B規則(2019

年)の強化を含む、競争政策的観点からの大規模

プラットフォーム事業者への広域性を中心とした

「デジタル市場法」(DigiねI Marke{S ACI: DMA)

を提案L、従来、競争法によるいわゆる事後規制

で対応してきた問題について、事前規制としての

広範な規律を定めた(2023年5月施行)。

3

(4) DSAでは、広ぐ情隷流通の基盤となる媒介

(intermediary)サービス全般を、電子商取引指

令の区分に従い、①単なる導管、②キャッシング、

③ホスティングフの三つに分類を行0たうぇで、

③のホスティングサービスのうち、利用者から情

報を預かり流通させる役割を果たすものを「オン

ラインプラットフォーム」(OP)と定義し、コン

テンッモデレーションについての特別な義務を課

している。 OPには、ソーシャルメディアやマー

ケットプレイス、アプリストア、シェアリングエ

コノミーのプラットフォームなども含まれる。

さらにOPの中でもEU域"H500万人以上の月

問アクティプユーリー数を抱えるような特に巨

大なものを超大規模オンラインプラットフォー

ム(VLOP : very L討ge onune plaⅡ0血)と指

定して追加的な義務を課している。特に巨大な

二



4

検索エンジンは超巨大オンライン検索エンジン

(VI.OSE : ve,y L町ge onHne search Engine)と

してⅦOPと同様の義務が課される他、 OPのうち、

取引を媒介するマーケットプレイスやアプリスト

アに特別に課される義務もある8。

)(第三種郵便物認可)

3.媒介者に課される義務・責務(Respon$i・

bi1卿)の内容
(1)前記座談会の生貝教授によれば、プラット

フォームの責任(LiabiⅢy)というのは、第三者

が投稿したコンテンツに対してプラットフォーム

が法的責任を負うことがあり得るのかという議

論であるのに対して、 DSAは、電子商取引指令

で規定された従来の媒介者責任ルール自体は大き

く変夏しないまま、プラットフォームの影響力や

社会的責任に鑑みて、どのような積極的な行動を

行う責務(ResponsibⅢW)を負うべきかという観

点で、媒介サービス全般に関するDue DⅢgence

ObⅡgations for a Transparent and safe onⅡne

Environment(透明で安全なオンライン環境のた

めのデューデリジェンス義務)を新たに課す法体

系をつくったところに特徴があるという。

DSAで規定された責務は、①プラットフォー

ムが打うコンテンッモデレーション9に関する透

明性や利用者の救済10、オンライン広告やレコメ

ンデーション(顧客におすすめの情報を推薦する

サービス)についても、そのパラメータを明示し

なけれぱならないという義務、機微な佃人データ

や、青少年の個人データを行動ターゲティング広

告に使0てはならないという一般データ保護規則

(GDPR)の上乗せ規律的な義務と、②超巨大な

VLOPとVLOSEに課される、システミツクリスク

への対応に0いての特別な義務11に分類される。

特許 'ユ_
^ ス

特に注目されるのは「コンテンツモデレーショ

ンに関する透明性・利用者救済の硫保」の具体的

な規制内容である。 DSAでは、モデレーション

ポリシーの明記、理由の説明、透明性レポート、

利用者からの苦情対応整備、裁判外紛争処理機関

の利用、オンライン広告やレコメンデーションの

透明性を規定している。「コンテンッモデレーショ

ン」とは、自動的か否かにかかわらず、件介サー

ビス提供者が行う、特にサービス受領者が提供す

る違法コンテンッまたはその利用規約に適合しな

い情報の検出、識別、対処を目的とした活動をい

い、降格、収益不能化、アクセス不能化、削除など、

違法コンテンツまたはその利用規約違反情報の利

用可能性、可視性、アクセス性に影響を与える措

置や、サービス受領者のアカウントの終了または

停止など、サービス受領者の情報提供能力に影粋

を与える措置を含むΦSA3条(t))。

令和 6年(2船4年) 2月7日(水曜日)

(3)本人確認義務(KYBC)

DSA第3章第4節「消費者が取引者と遠隔契

約を締結できるオンラインプラットフォーム・

プロバイダ(以下「OPP」という。)に適用され

る追加規定」の30条は、取引事業者を追跡可能と

する特定情報の確保義務(Know Your Business

CUS加mer:KYBC。以下「本人確認義務」という。)

を規定している。ただし、この本人確認義務の適

用対象は、消費者と取引者の遠桐契約を可能にす

るOPP (主としてオンライン・マーケットプレイ

ス)であり、付随クラウド/ホスティング、中小

企業プロバイダは適用除外されている。

本人硫認義務の対象となる収集するべき情報

は、取引者名、取引者の住所、取引者の電話番号、

取引者のメールアドレス、取引者の身分証の写し、

取引者の支払い口座、商業登記節およびその番号、

及ひもUの規則に従った商品の提供または役務の

提供を行うという誓約書である。

OPPの負う具体的義務は、①プロバイダーは

サービスを提供する前に上記した取引者の情報を

入手し、評価すること、②サービスの利用許可を

した後にその情報が不正確であるという通知が行

われたり、それが判明した場合には取引者に修正

を要求しなければならず、そのような修正を行わ

(2)コンテンツモデレーションに関する透明性

利用者救済の確保

DSAは、媒介者「責任」について、第2章で電

子商取引指令を原則踏襲しつつ、第3章で、媒介

サービス全般に関するDue Diligence obⅡ宮ations

for a Transparent and safe onⅡne Environment

(透明で安全なオンライン環境のためのデューデ

リジェンス義務)を規定している12。

二
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ない場合にはその取引者に対するサービスを中止

しなければならないこと、③取引者情報のうち取

引者名等の連絡先、商業登記簿その番号そして誓

約書をオンラインプラットフ■ームで公開するこ

とである。

同条(30条)は、消費者の保護とともに偽物商品

等によって被害を受ける知的財産権者などの利害

関係者の保護も目的としている。ただし、クラウ

ドやホスティングサービスは、それが他のアプリ、

ウェブサイト、またはオンラインプラツトフォー

ムの基盤となるにすぎない場合、その適用対象た

るOPPには含まれず、またここでのプロバイダー

が中小企業である場合には、そのOPPはこの規定

の適用を受けない。このような除外によって知的

財産権の保護という観点からは、 DSAのKYBC義

務はあまり役に立たないという指摘もあるW。

特許 JI、 ス

事者でないのに責任を負わせるべきではないとい

うイデオロギーというか、そういう観念がかなり

まだ強い状況であ0たと思います。」という。した

がって、この時も、議論の過程では、 EUの政策

の動向も踏まえて「場の管理者」は実質的には場

のプレーヤーをいろいろな意味で「コントロール」

する力をも0ているので政府からみるとそこに規

制するのが一番効果的ではないか、デジタル広告

のように高度で専門的な糧界の場合には、プロ

フェッショナルである場の管理者がある種の「善

管注意羨務」を追っているといえるのではないか

といった議論もされたものの、最終的には、透明

化法による規制は、競争法のーつであるので競争

法の理論の中で、多面市場のネットワーク効果に

よって寡占されるりスケがあって、その弊害が大

きいということで正当化がなされたという。

令和 6年(2024年) 2月7日(水曜日)(

4.「場の管理者」としてのデューデリジェ

ンスの観点からの善管注意義務的な責務の

概念は日本においても受容されるか?

(1)前記座談会における佐野氏の発言(同6~8

頁)によれば、我が国においても2009年~2010年

ころ、内閉府の知財本部事務局において、プロバ

イダに対して要請に応じた削除以上の役割として、

侵害対策措置を求めるべきかを議論したが、(D

SAのようなデューデリジェンス責務の概念は理

解されず、)一般的監視義務に対する抵抗感が強く、

結論としては、プロバイダと関係者との問でガイ

ドラインベースでの自主的な取組みの促進という

出口に落ち着いた、というM。

また、 2017年~2020年頃、デジタルプラット

フォームにつぃて規制すべしという政府全体の方

向性により、デジタル市場競争本部事務局におけ

る議論を通じて「特定デジタルプラットフォーム

の透明性及び公正性の向上に関する法律(透明化

法)」が成立した(2020年5月27H成立、 2020年6

月3日公布)が、「媒介者の議論との関係でいうと、

2016年、 2017年頃にデジタルプラットフ才ームに

対して日本としてどう棚対していくのかという議

論をしたときに、やはり場の管理者に責任を負わ

せられるのかというのは当時の大きな論点であり

まして、仲介者というか場の管理者に、直接の当

5

(2)近時、社会問題となった誹誇中傷等の違法・

有害情報への対策については、動きがある。総務

省プラットワオームサービス研究会・誹誇中傷等

の違法・有害情報への対策に関するワーキンググ

ループ T今後の検討の方向性」(2023年9H)巧で

は、利用規約に基づく自主的な削除が迅速かつ適

切に行われることの重要性が指摘され、事業者に

こうした責務を課すべきとの提言を含んでいる。

向年Ⅱ月に公表された同ワーキンググループの

「取りまとめ(案)」 16は、検討の背景として「プ

ラットフォーム事業者の利用規約に基dく迅速か

0適切な自主的な削除を実現する力め、事業者の

責務、削除等17の基準の策定・公表等の違法情報

の流通低減のための枠組み、白主的な削除を促す

観点から送信防止措置請求権の明文化等について

検討した。」(6頁)と述べ、「Ⅲプラットフォー

ム事業考の対応の迅速化に関する規律」において

「このようなプラットフォームを提供する事業者

については、誹誹中傷等を含む情報が現に流通し

ている場を構築し広く一般にサービスを提供して

いること、投稿の削除等を大騒・迅速に実施でき

る立場にあること、利用者からの投稿を広く募

り、それを閲覧Lようとする利用者に広告を閲覧

させることなどによって収入を得てぃることなど

から、佃別の情報の流通及びその述法性を知った

二
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ときゃその違法性を知るに足る相当の理由がある

ときは、表現の白由を過度に制限することがない

よう十分に配慮した上で、プラットフォーム事業

者は迅速かつ適切に削除を行うなどの責務を課す

)(第三種郵便物認可)

べきと考えられる。」「プラットフォーム業者の

誹誇中傷等を含む梢報の流通の低減に係る責務を

踏まえて、法制上の手当ても含めて、プラット

フオーム

丞竺壁三上旦^である」(7頁。下線は筆者が

追加)と、 D SAのようなデューデリジェンスの

観点からプロバイダーの「責務」の根拠を整理し、

法制上の手当を含めて具体的措置を求める方向性

が示されたようにも見える記載がある。とりまと

め(案)は、そのうえで、「1.プラットフォーム

事業者の誹誇中傷等を含む情報の流通の低減に係

る責務」、「2.プラットフォーム事業者に対する

規律」として「(2)事業者による違法情級の削除

等に関する枠組み」(削除等に関する基準、運用

状況の公表、運用結果に対する評価)及び「(3)

取組状況の共有Jを要請している。これらの内容は、

個別の投稿に関する措置の免責の問題にとどまら

ず、 DSAのようなコンテンッモデレーションの責

務とそのあり方に焦点を当てる規律方法への転換

となることが期待される。

他方、具体策については、例えば、権利侵害

情報に係る送信防止措置請求権の明文化に0いて

は、メリット・デメリット18を詳述し、結論とし

ては「引き続き慎重に議諭を行うことが適当であ

る」(同21頁)とするなど、いずれも結論では慎重

論の立場を示しており、上記4 (1)記載の過去

の議論で示された「法制度的に侵害対策措置を求

めることになると、一般的監視蓑務を負わせるこ

とになるのではないか」という一般的監視義務に

対する抵抗感や、「仲介老というか場の管理者に、

直接の当事者でないのに責任を負わせるべきでは

ないという「イデオロギーというか、そういう観

念」」が、いぜんとして根強いことを感じぎるを得

なし、。

特許

業者に対Lて、以下の具的な措置を

コ、 ス

オロギー的な観念にとらわれた慎重論による現状

維持から脱却し、"インターネット上の媒介者の

責任をどのような根拠でどこまで認めるか"につ

いて、柔軟な視点で法理論的な整理を行って制度

改革を進めるべきである。

第一に、上記1記載の欧州情報社会指令におけ

る、"媒介老 q0舵血.di註y)は、侵害主体ではな

く、また、侵害帯助者とも言い難い場合でも、と

にかく侵害を止めるべストプレイスにいるのだか

らこれに対処すべきである"という考え方は、わが

国の民法理論上も受容可能である(詳しくは別の

機会に論じたい。)。また、知財分野においては現

行法の解釈においても、侵害主体論にとどまらず、

帯助者に対する差止め請求肯定説も有力である19。

第二に、媒介者に対して「侵害を止めることす

なわち差止(削除)を請求する際、従来、日本では

差止請求のほう力苛員害賠償請求よりハードルが高く、

また、紙の表現物が中心だ0た時代には差止めと損

害賠償寅任の軽重は差止めのほうが大きいと考えら

れてぃたといえるが、現在のネットの世界において

は、削除しても後から復活させることも容易で削除

すること自体の負担もそれほど大きいものではない。

もともと欧辨では逆であり情報指令§8 (3)も媒介

者は差止請求(1nj如CⅡon)の対象にはなるが損害賠

償請求の対象にはならない。したがって、我が国でも、

今まで前提としてきたような価値判断が当然ではな

いことを認識して、インターネット上の媒介者に対

する削除請求についてはそれほど厳格な要件を課ざ

ずに判断することが合理的であると思われる。帥

第三に、方法論について付言する。第一記載の

ように、現行著作権法の解釈でも媒介者を侵害裕

助者として、侵害割助者に対する差止請求(削除'

ブロッキング請求)が可能であるとしても、法的

安定性の観点からは明文の根拠規定を置くことが

望ましいであろう。

また、媒介サービス全般に関するDue D逝gence

Obligations for a Transpal'ent and safe onⅡne

EnⅥronment(透明で安全なオンライン環境のた

めのデューデリジェンス義務)の観点から、媒介

者に対してコンテンツモデレーションや本人確認

義務を求めることについては、技術の進展の早い

分野であるので、詳細手続は下位規範に委任する

令和 6年(2024年) 2月7日(水曜日)

(3)しかしながら、我が国においても、イノベー

ションによる社会構造の変化に対応するためには、

従来の考え方や漠然とした抵抗感・不安感・イデ

二
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ことが相当であろう宙。また、立法措置に関する

合意形成に時問がかかることから、当面は従来同

様、関係する審議会等において検討して、プラッ

トフォーム事業者の利用規約に基づく迅速かつ適

切な自主的な取り組みを促すガイドラインや民民

のMOUを出口とすることが多いかもしれない。た

だし、民民のMOUに基づく施策は、一部の当事者

以外、その施策がどうなっているのか誰もわから

なくなりがちなので、透明性、マルチステークポ

ルダー性をどう担保していくのか力課題である(前

記座談会22頁生貝教授)。したがって、わが国でも、

アセアン諸国で行われているような政府機関と事

業者とのMOU締結を、方法論の選択肢に加えるこ

とも考えられる。いずれの方法をとるにせよ、わ

が国には、従前の観念にとらわれた現状維持の議

論を続ける余裕はもはやないとぎえる次第である。

牛寸キ ゛1、
^ ス

2023年時点でも、いまだに10数か国で国内法化につい

ての議論が広く行われている状況という。

英国では2017年2月に、知財庁の仲介で権利者と

Google、 Bingなどの検索事業者とが検索結果の非表

示・降格を定める行動規範に合意して順調に運用が

進んでいるという。また、 DNSプロッキングは、欧

州やアジア・アセアンなど世界如数か国で導入されて

いるほか、ドイツでは2021年2河に、 1SPと権利者が

Clearing House for copyhghl 0訂血e 1111ernet (CUⅡ)

を設立し、「構造的に侵害しているウェプサイト」

(1CIW)をDNSプロックするための手順と「行動規範」

に合意している。 CUⅡの委貝会が出すブロック勧告

ば、 Bundesnetzagentur 山Ne捻A)(連邦ネットワー

ク庁。ネット中立性を監視するドイツ連邦行政機関)

にも提出され、 BNetzAがネット中立性上の問題がな

いことを確認(電気通信単一市場規則(E功 2015/

2120 (TSM規則D の第5条( D に基づくネット中立

性の要件)すると、 CUⅡはプロック勧告をドイツの

ISPに送り、1SPがプロック(アクセス佑那助を実行す

る什組みとな0ている。

プロバイダや通信事業者が保有するサーバをネット

ワーク経由で顧客に貸し出すサービス。

赳巨大オンライン・プラットフォーム(veW 1註宮e

0111ine plaぜorm、 VLOP。 25条。 EU域内で月問アク

ティブ利用者4卸0万人以上を有するプラットフォー

マー)/超巨大オンライン検索エンジン(very12rge

OnⅡne search engine、 V L O S E)(33条(a) EU域

内で月問アクティプ利用者45卯万人以上を有する検

索エンジン)。 DSA第3章では、個人データ関連規定

(青少年データや特別カテゴリー個人データを利用し

たターゲティング広告の禁止)やVιOP/VLOSEに

対する加重規定(基本権や民主主義等に与えるシステ

ミック・りスクの自己評価と、その合理的・比例的な

監査措置(外部監査義務))も規定している。

伊上ソーシャルネットワーキングサービスやeコマー

スなどのWebサービスにおいて投稿されたコンテンツ

に対し、必要に応じて投稿の削除やユーザーアカウン

トの停止等を行う作業。

プラットフォームの規模や性質などによ0て規律の

強さが違う。どういったロンテンツを削除するのかし

ないのか、どんなアルゴリズムで、たとえば権利侵害

コンテンツや、フェイクニュースのような問題に対応

令和 6年(2024年) 2月7日(水曜日)(

6

1
"code 肌d 0壮1剖 lawsofcybe埒Nce"(1凶9) h杜PS://

Wwwacadelnia.odlV11685582/

令和6年1用 1日発行/L&TI02号〔座談会〕「イン

ターネット上の権利侵害対策に関する媒介名の責任」

生貝直人(一橋大学教授)、上野達弘(早稲田大学教

授)、佐野究一郎(内閣府知的財産戦略推進事務局次

長)、曾我真裕(京都大学教授)、林いづみ(司会、弁

護士) 2023年10月21日収録

CJEU2014年3月邪日先打判決(じ314 / 12)は

Telek北e1のようなインターネットアウセスプロバイ

ダーは情報社会指令第8条第3項で規定される「媒介

者」に該当するとして侵害差止措置命令の条件を提示

した。また、 CJEU2021年6月22日先決判決(C、聞2/

18; C→183/18)は、動画プラットフォーマーが著作

権侵害を具体的に知りつつ、それを迅速に削除したり

アクセスをプロッウしていない場合には、著作権違反

コンテンツへの公衆のアクセス可能化に貢献と評価し

て「公衆への伝達」叢当性を認めた。

詳細は、池貝直人・曾我部真裕・中川隆太郎(鼎談)

隠U新著作権指令の意輕」ジュリストNO.15器、 2019

年参照。

同DSM著作椛指令については、脚注dの鼎談参照。

前記座談会・上野教授によれば、同指令は2021年6月

7日までに国内法化していなけれぱならなかったが、

2

7

3

7

4

8

5

9
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しているのか等に関するポリシーを明記すること。コ

ンテンッモデレーションを実施するにあたりモデレー

ションをした、あるいはしなかったことに関する理由

の説明を行わなけれぱならない。どういったモデレー

シ.ンを行ったのかに関する、詳細な透明性レポート

の定期的な公表綻務。コンテンッモデレーションの判

断に対する不服の受付の窓口も緒けると共に、それで

解決されない場合の裁判外紛争処理機関の利用につい

ても規定。

民主主義そのものに対する脅威として論じられるよ

うになってきたデ〆スインフォメーションなどへの対

応。 V上OPとⅥ"OSEは、自らのサービスが基本称:や民

主主義等に与えるりスクを評価したうえで、合理的

比例的・効果的な緩和措値を行わなければならない。

そして、そのりスク評価と緩和措置が十分であるかに

ついては外部の監査も受けなければならない。この規

定には、ディスインフォメーションの他にも、たとえ

ばデータ保護に関するりスケや権利侵害に対するりス

クへの対応も含まれうる。

DSA第3章では、個人データ関連規定(青少年デー

タや特別カテゴリー個人データを利用したターゲティ

ング広告の禁止)やVLOP/VLOSEに対する加玉規

定(基本権や民主主義等に与えるシステミッケ・りス

クの自己評価と、その合理的・比例的な監査措置(外

部監査義務))も規定している。

匿名での偽造・海滅行為に対抗するために電子商取引

指令5条はプロバイダーの情粗をプロバイダー自身が

表示する義務規定があるが、媒介者、仲介プロバイダー

が各(コンテンッ)プロバイダーに直接表示させる義

務やその表示のための情報を収集する義務は定めてい

ない。加盟国によ0ては知的財産権の侵害後に媒介名

に対して責任追及できる場合で、、海賊版サイトは逃

げおおせて他のところで新たに海賊版サイトを行う。こ

のような海賊版サイトのホッピング(ノマド化)は日本

の発信者情報開示制度においても同様の課題である。

そこで、 DSAの審議過程中に、欧州議会の域内市

場消費者保護委貝会(1MCO)が行った研究調査報告

書では、媒介者が対象事業者の情報を事前に収架する

ということが知的財産の保護において有用であり、そ

のためのコストは、適法なサービスを行ってる限りそ

れほど高いわけではなく、それに対Lて知的財産保継

のメリットが大きい、情報を事前に確保しておくこと

)(第三種郵便物認可) 特許
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で海賊版サイトが出てくること自体を抑止することが

できるということになるし、海賊版サイトの運営者の

所在を確保することで、渡り歩き<ノマド>も困難

化させることができる、その対象プロバイダーはホス

ト・プロバイダのみならず、インターネット上の侵害

に常時関与し、利益を得ている媒介者として、ドメイ

ンネームサービスプロバイダやプロキシプロバイダな

どを含むべきと提言Lていた。

前記座談会記事6~7頁・佐野氏発言「検討の当初

は、プロバイダ責任制限法の改正の可能性とか、ある

いは電気通信事業法も含めて想定しておりましたが、

当時の議論としてば、法制度的に侵害対策措置を求め

ることになると、一般的監挽義務を負わせることにな

るのではないかとか、そういう声が当時かなり強く、

一般的監視義務を負わせるということではなくて、ま

さに今のEUの議論と似ていますが、取り得る措置を

や0てぃただくことなんだといらのは事務局からもい

ろいろ説明したのですが、非常にそこの抵抗感が強く、

結局、ガイドラインベースでの自主的な取組みの促進

という出口に落ち着いたという経緯でありました。そ

の際の議論として、そもそも接続プロバイダとサービ

スプロバイダは違うわけで、プロバイダも多様である

のでその線が本当に引けるのかとか、知的財産に関し

て議論されていたわけですが、プロバイダ責任制限法

を考えたときに、名誉蛾損とかプライバシー侵害との

兼ね合いもあり、知的財産だけそういうことができる

のかとか、名誉投損やプライバシーと同じでいいのか

とか、そういう議論がいろいろあ0て、そういう結論

になったということでありました。このあたりの議論

は、実は今議論しても同じような論点がつくのではな

いかと思いましたので、あらためて紹介させてぃただ

いたところです。」

(X勵帥2171.pdr (soumu.即、jp)

Ⅸ鵬14245.pdr (soumug0ル)

同とりまとめ(案)脚柱5 「「削除等」は、例えば、

問題となる投稿の削除・表示順位の低下、そのような

投稿を行ったアカウントの凍結・停止、投稿に注意喚

起を促すラベルの付与、当該サービスにおける検索結

果からの排除・表示順位の低下、特定の地域での表示

制限といった、違法・有轡情報の流通を抑止するため

に講じる措置を指す。これには、投稿を行った利用者

自身に通知されない形で実施される投稿の非表示又は
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表示順位低下等の措置を含む。以下同じ。」

第12回{令和5年H月給印とりまとめ案に関する

事務局説明「一方でデメリットといたしましては、ま

ず1つ目に、裁判例によれば、特定竃気通信役務提供

者が送信防止措貴の作為菱務を負う要件は、被侵害

利益やサービス提供の態様などにより異なるため、請

求権を明文化するとしても抽象的な規定とならざるを

得ず、期待される効果は生じないのではないかといっ

た点。 2つ月に、安易な削除請求の乱発売招き、表現

の自由に影聟与えるのではないかという点。 3点目

に、安易な削除請求の乱発の結果、削除請求の裁判の

実務に混乱が生じるのではないかという点。 4点目に、

著作権法第Ⅱ2条や不正鯖争防止法第3条など、こう

いウた個別法における差止請求の規定との整合性に課

題があるのではないかとい0た点、こうい0た点を御

指摘いただいておりました。なお、こうしたメリット・

デメリット双方を示した上で実施したアンケートによ

りますと、法律での明文化に対する考え方として、全

体の半数弱^数字で言うと47.フ%になります^は、

メリット・デメリットがそれぞれ複数あることから、

慎重な議論が必要である、こういった回答を頂戴して

いたところでございます。これまで御説明さしあげた

メリット・デメリット、アンケート結果を踏まえまし

て、権利侵害情報の送信防止措置を請求する権利を明

文化することに0いては、引き続き慎重に議論を行う

ことが適当であると記載させていただいております。」

前記座談会(同記事17~揺頁)において、上野達弘

教授は、日本の著作権法上の侵害主体論は、かつては、

「カラオケ法理」とよぱれてきた考え方によって、管

理性と利益性によって、かなり広く規範的侵害主体を

認めており、ファイル交換廿ービスや番組録画サービ

ス女どさまざまなインターネットサービス提供者が侵

害主体にあたると判断されてきたが、音楽教室事件の

最高裁判所判決(最判令4 ・10・24民集76巻 6 号・1348

頁)により、「今後は、インターネット上のサービス

にルラオケ法理」がそのまま適用されることはない

と老えられる。』と述べたうえで、「侵害主体でなけれ

ば差止請求の相手方になり得ないというわけではな

く、侵害帯助者であっても差止請求の対象になりうる

のではないかという点については以前から議論」があ

り、最近は肯定する見解もかなり有力になっており、

「肯定説をつきつめると、ユーザーに対して侵害サイ

18
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トへのアクセスを提供しているアケセスプロバイダも

侵害帯助者であって、そうである以上、その者に対す

るアクセスプロッキング請求、現行著作権法の解釈と

して可能な場合があるという見解もあり得るところで

す。実際のところ、ドイツ著作権法では、明文の規定

がない中、いわゆる妨害者責任に基づいてアケセス

ブロッキング請求が認められてきました。」と述べて、

現行著作権法の解釈論によってブロッキング請求が認

められると解するのであれぱ、そうした法令上の請求

権に基づく裁判所のブロッキング命令は、法令行為と

して電気通信事業法上の通信の秘密を害することもな

いと解することになるし、「プラットフォーマー問題

に関しては、侵害主体をどのように認定するかという

点だけではなく、侵害梨助者がどのような責任を負

うのかという点が重要な問惣になる」「個別問題とし

ては、 cloud且田e社のようなCDN (content DeHvew

Network)事業者についてどのように考えるかが大き

な課題になる」と述べている。

前記座談会(同記事17~]8頁)において、上野達

弘教授は、ヨーロッパでは血junCⅡ0丑はたとえ認め

られても対応すれば済むのだから緩やかに認めてよ

いと考えられるのに対して、損害賠償請求というの

は金銭を支払わなけれぱならないのでハードルが高

いと考えられている(上野教授によれば、マーティ

ン・フソヴェツツ(Ma_rljn Husovec)「1njunCⅡons

Ago_inst interlnediaries in the Europenrl union_1 の蔀」

題「ACCOU11table But Not [iable」はこの趣旨によるも

のだという。)のに対して、日本の場合は、差止請求

のほうがハードルが高いと考えられていると感じるが、

少なくとも日本の考え方は自明のものではないと考え

なければならないと述べている。

前記座談会(22頁)では、生貝教授から、著作権指

令17条のHighly hldustrial swldards of pro{essionel

DⅢgcnceに基dく椛利侵害対策についても、共同規制

的な手法がとられていること力沫召介されている。前記

座談会四頁)において、上野達弘教授は、ドイッは

DSM著作権指令を国内法化するにあた0て同指令に

は必ずしも書かれていないユニーケな規定を設けてお

り柔軟な対応がされていることを紹介している。

ーつづく

@は2023年12月17日付掲載

※次回は4月掲載予定
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